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最高裁判所長官挨拶  

平成から令和 へ と新たな時代を 迎えました。 こ れまで，

裁判所は，社会 経済活動の複雑 化や 少子高齢化 の進行に伴

う社会構造の変 化 ，価値観・家 族観の多様化 や 国際化 の進

展等による国民 意識 の多極化・ 流動化 等に的確 に応えるベ

く，司法制度改 革 を始めとする 大きな制度改正 に対応 しな

がら，在るべき 裁判の姿を追求 して きました。 ＡＩやＩｏ

Ｔの急速な普及 が国民の生活を 大きく変容させ つつあるこ

とに象徴される ように， 社会の 変化 が一層加速 することが

見込まれる中， 安定した社会の 基盤の一つであ る べき 司法

に対する国民の 期待はますます 高まっていくも のと想像さ

れます。これま で 培ってきた知 見 ， 議論の蓄積 を 十分に い

かしつつ，同時 に， 社会の進ん でいく先を見据 え， 従来の

発想にとらわれ ることなく， 裁 判の姿が 時代に 即し 国民の

期待に応えられ るものになって いるかを 常に問 い続け ，必

要な改革を着実に行っていかなければなりません。  

民事事件につい ては ，民事訴訟 手続のＩＴ化に 関する検

討が，全国の地 方裁判所等にお いて行われてい ます。また，

本年度中にはウ ェブ会議等を利 用した争点整理 の新たな運
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用の開始が予定 され，その円滑 な実施に向けた 準備も進め

られているとこ ろです。こうし た検討作業は， 現状の手続

の一部をＩＴに 置き換えるにと どまるものでは なく，民事

訴訟の在り方の 抜本的 見直しに つながる契機と なるもので

あることから， 実務を担う一人 一人の裁判官に は，現在の

運用を批判的に 考察し，民事訴 訟の 改革のため に何をすべ

きかを真剣に考 え，主体的に取 り組むことが求 められます。

とりわけ，民事 訴訟手続の中核 を成す争点整理 については，

これまでもその 充実に向けた取 組が続けられて きたところ

ですが，ＩＴ化 に伴う 改革にも 連動させつつ， 現在の課題

を克服し，新た な制度にふさわ しいプラクティ スを確立し

なければなりま せん。そのため には，この機会 に，争点整

理を行う目的と その基本的な在 り方につき改め て裁判官の

間で共通認識を 醸成した上で， 真の意味での争 点中心型の

審理を実践する ことにより事案 に即してメリハ リの利いた

審理判断を実現 するための方策 を検討し，継承 ・発展させ

ていくことが重 要です。そのよ うな問題意識を 持って，各

部，各裁判所で 幅広く意見交換 がされることを 期待します。  

裁判員制度は， 本年５月に，施 行から１０年 の 節目を迎

えました。この 間， おおむね安 定的に運営され てきたのは，
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何より参加され る国民の高い意 識や誠実な姿勢 のおかげで

すが，法曹三者 の努力，協力の 成果でもあると 言ってよい

でしょう。裁判 所職員各位の努 力に対しても， ここで改め

て敬意を表した いと思います。 ただ，制度を 更 に発展させ ，

国民の間に根付 かせていくため には，公判前整 理手続の長

期化等の従前か らの課題のほか ，裁判員と裁判 官の間で真

の意味での実質 的協働を更に押 し進めることや ，裁判員裁

判の成果を刑事 裁判全体に及ぼ していくことな ど， より 大

きな課題に腰を 据えて取り組ん でいく必要があ ります。そ

の際には，法曹 三者各々が蓄積 された事例を検 証するとと

もに，相互の議 論を深めること によって，現状 や課題につ

いての問題意識 を共有すること が求められます 。また，裁

判員制度１０周 年を機に各庁で 広報活動が積極 的 に行われ

ていますが，裁 判所と地域社会 との距離を縮め ， 制度への

理解を広めるた めの取組は， 本 来他の裁判分野 においても

大きな意味を持 つ ものであり， これを契機に 今 後も息長く

続けてもらいた いと思います。 裁判員制度の後 に導入され

た新時代の刑事 司法制度に係る 新たな諸制度も ， 今月をも

ってその全てが 実施されること となりましたが ，裁判所 に

は，法の求める 役割を着実に果 たしていく こと が求められ
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ます。  

社会や家族の在 り ようの変化に 伴い，家庭裁判 所に対す

る国民の期待は ますます高まり ， 求められる 役 割も多様に

なっています。 本年度は，成年 後 見制度利用促 進基本計画

に基づく取組の 中間年に当たり ます。 この中で ，家庭裁判

所は，いわば地 域の力を結集し て本人と後見人 を支える態

勢を構築する取 組との連携 を求 められているわ けですが，

これは，これか らの家庭裁判所 の在り 方の一つ を象徴する

ものといえます 。地方自治体等 関係機関との連 携を深め，

各地における取 組を粘り強く後 押しするととも に，引き続

き，個々の事件 処理における運 用の改善に向け て も 真摯に

取り組んでいく 必要があります 。面会交流事件 を 始めとす

る子をめぐる事 件は，多角的な 分析 が求められ ，当事者間

の対立も先鋭化 しやすい ことか ら，解決に困難 を伴うもの

が少なくありま せんが，これま で培ってきた 各 職種の知恵

を集め，子の福 祉の観点からよ り良い解決に向 けて 取り組

まなければなり ません 。少年事 件においても， 働き 掛け や

処遇の選択に困 難を伴う事件が 少なくなく，非 行の背景・

要因を含む的確 な分析と関係機 関との連携を強 化し，少年

の改善更生に向 けた適切 な措置 を追求していく ことが求め
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られています。 創立７０周年の 節目の年に当た り， 法的な

紛争解決機関と しての 家庭裁判 所 像 を今一度振 り返るとと

もに，新たな時 代に 果たすべき 役割を見つめ直 す良い機会

にしてほしいと思います。  

各分野における 以上のような取 組を 押し進め， 裁判所が

適切にその使命 を果たしていく ためには， 裁判 部門の中核

を構成する「部 」において，部 総括裁判官 を始 めとする構

成員それぞれが その役割を果た しつつ，各分野 における改

善等に向けた意 見交換を行うな どして，その機 能を十分に

発揮させるとと もに，部の置か れていない家庭 裁判所 や支

部等においても 同様の機能を果 たせるようにし ていくこと

が重要であると 考えられます。 事務局も，そう した問題意

識を共有し，裁 判部門を支える ために ，業務の 見直し を行

うべき点はない か，不断の振返 りが求められて いる ことは，

改めて言うまでもありません。  

あわせて，所属 する部署のいか んを問わず， 各 裁判所 職

員が，それぞれ の持てるものを いかしながら， 自己研さん

を通じて幅広い 分野の知識や実 情等を吸収し， 広い視野や

深い洞察を持っ て 職務に取り組 む必要がありま す。 とりわ

け，裁判官は， 裁判事務及び組 織運営の要とし て， 高い志
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を持って，主体 的かつ自律的に 研さんの努力を 続け，日々

誠実に職務に励 むとともに，裁 判所が抱える諸 課題を的確

に把握し，これ に向き合ってい くことが望まれ ます。 また，

これらを支援す るための研修の 充実強化につい ても，引き

続き，取り組んでいく必要があると考えます。  

新たな時代にあ っても， 裁判所 が国民の信頼と 期待に応

えていくことが できるよう， 裁 判所職員一人一 人 が真摯に

その職責を果た していくことを 期待して，私の 挨拶としま

す。  

以上  

 


